
 - 61 - 

第３回妹背牛町議会定例会 第３号 

 

令和元年１０月１日（火曜日） 

 

〇議事日程 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 認定第 １号 平成３０年度妹背牛町一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３ 認定第 ２号 平成３０年度妹背牛町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

  ４ 認定第 ３号 平成３０年度妹背牛町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

           について 

  ５ 認定第 ４号 平成３０年度妹背牛町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳 

           出決算認定について 

  ６ 認定第 ５号 平成３０年度妹背牛町介護保険特別会計（サービス事業勘定）歳 

           入歳出決算認定について 

  ７ 認定第 ６号 平成３０年度妹背牛町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

  ８ 認定第 ７号 平成３０年度妹背牛町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認 

           定について 

  ９ 議案第３４号 深川地区消防組合を組織する市町数の減少及び深川地区消防組合 

           規約の変更について 

 １０ 議案第３５号 深川地区消防組合からの幌加内町脱退に伴う財産処分について 

 １１ 議案第３６号 北空知衛生センター組合を組織する市町数の減少及び北空知衛生 

           センター組合規約の変更について 

 １２ 議案第３７号 妹背牛町空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

           について 

 １３ 議案第３８号 妹背牛町非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部 

           を改正する条例について 

 １４ 議案第３９号 妹背牛町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

           用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提 

           供に関する条例の一部を改正する条例について 

 １５ 議案第４０号 妹背牛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

           条例の一部を改正する条例について 

 １６ 議案第４１号 妹背牛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

           定める条例の一部を改正する条例について 

 １７ 議案第４２号 妹背牛町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 
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           する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 １８ 議案第４３号 妹背牛町認定こども園条例の一部を改正する条例について 

 １９ 議案第４４号 妹背牛町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

           担等に関する条例の一部を改正する条例について 

 ２０ 議案第４５号 妹背牛町学童保育条例の一部を改正する条例について 

 ２１ 議案第４６号 妹背牛町簡易水道条例の一部を改正する条例について 

 ２２ 議案第４７号 妹背牛町地域優良賃貸住宅の設備及び管理に関する条例について 

 ２３ 議案第４８号 令和元年度妹背牛町一般会計補正予算（第３号） 

 ２４ 議案第４９号 令和元年度妹背牛町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算 

           （第２号） 

 ２５ 議案第５０号 令和元年度妹背牛町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 ２６ 議案第５１号 令和元年度妹背牛町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１ 

           号） 

 ２７ 閉会中の継続審査及び所管（所掌）事務調査の申し出について 

 

〇出席議員（１０名） 

    １番 宮 﨑   博 君     ２番 渡 辺 倫 代 君 

    ３番 鈴 木 正 彦 君     ４番 石 井 喜久男 君 

    ５番 広 田   毅 君          ６番 佐々木 和 夫 君 

    ７番 小 林 一 晃 君          ８番 田 中 春 夫 君 

    ９番 赤 藤 敏 仁 君        １０番 渡 会 寿 男 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇出席説明員 

   町    長    田  中  一  典  君 

   副  町  長      廣  瀬  長 留 次  君 

   教  育  長    石  井  美  雪  君 

   総 務 課 長    篠  原  敬  司  君 

   総 務 課 参 事    菅     一  光  君 

   企画振興課長        廣  澤     勉  君 

   住 民 課 長    清 水 野     勇  君 

   健康福祉課長    河  野  和  浩  君 

   建 設 課 長    西  田  慎  也  君 

      教 育 課 長    浦  本  雅  之  君 

   農 政 課 長    廣  田     徹  君 
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   農委事務局長    山  下  英  俊  君 

   代表監査委員    菅  原  竹  雄  君 

   農 委 会 長    瀧  本  賢  毅  君 

 

〇出席事務局職員 

   事 務 局 長    滝  本  昇  司  君 

   書    記    山  下  仁  美  君 
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開議 午前 ９時００分 

    ◎開議の宣告 

〇議長（渡会寿男君） 皆さん、おはようございます。ただいま議員全員の出席がありま

すので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、鈴木正彦君、石

井喜久男君を指名します。 

 

        ◎日程第２ 認定第１号ないし日程第７ 認定第７号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２、認定第１号 平成３０年度妹背牛町一般会計歳入歳出

決算認定についてから日程第８、認定第７号 平成３０年度妹背牛町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定についての以上７件を一括議題とします。 

 朗読は省略します。 

 あらかじめお諮りします。本７件は、決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉

会中も引き続き審査したいと考えておりますので、説明は簡潔に願いたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、詳細な説明は決算審査特別委員会で求めたいと思いますので、簡潔に説明

願います。 

 議案の説明を求めます。 

 副町長。 

〇副町長（廣瀬長留次君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時０３分 

再開 午前 ９時０４分 

 

〇議長（渡会寿男君） それでは、再開いたします。 

 議案の説明をお願いいたします。 

 副町長。 

〇副町長（廣瀬長留次君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） お諮りします。 
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 本７件は、議員全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉

会中も引き続き審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本７件は、議員全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これ

に付託し、閉会中も引き続き審査することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時２７分 

再開 午前 ９時３５分 

 

〇議長（渡会寿男君） 再開いたします。 

 

        ◎日程第９ 議案第３４号及び日程第１０ 議案第３５号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第９、議案第３４号 深川地区消防組合を組織する市町数の

減少及び深川地区消防組合規約の変更について及び日程第１０、議案第３５号 深川地区

消防組合からの幌加内町脱退に伴う財産処分についての２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇総務課長（篠原敬司君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

 ４番議員、石井喜久男君。 

〇４番（石井喜久男君） ちょっとお聞きしたいのですが、財産処分の中で不祥事の消防

の返済金が発生すると思うのです。そのときの幌加内分はどのような処分の仕方をするの

か質問したいと思います。 

〇議長（渡会寿男君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（篠原敬司君） 先般から行われている不祥事による返還金、これにつきまし

ては従前のまま行う予定となってございます。 

 以上です。 

〇議長（渡会寿男君） ４番議員、石井喜久男君。 

〇４番（石井喜久男君） 従前のままということは、その部分に対しては幌加内町を入れ

た状態の比率でいくということですか。どういう比率で今度分けていくのですか。 

〇議長（渡会寿男君） 答弁、副町長。 

〇副町長（廣瀬長留次君） この不祥事に係る金銭なのですけれども、多分今はまだ１０

０万も解消されているかどうかちょっとあれなのですけれども、この３年、４年で。それ

で、構成団体の比率というのがございますので、これは今後も、今のペースでいくと何年
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かかるかわかりませんけれども、それは継続された中で返還されていくというようなこと

でご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（渡会寿男君） ４番議員、石井喜久男君。 

〇４番（石井喜久男君） 比率というと、今の比率でいくのですか。それがずっといくと

いうことでしょうか。 

〇議長（渡会寿男君） 副町長。 

〇副町長（廣瀬長留次君） 不祥事があった時点の比率というのがずっと今も継続されて

いますので、今後もその比率で返還をされていくということでご理解をいただきたいと思

います。 

〇議長（渡会寿男君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第３４号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３５号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１１ 議案第３６号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１１、議案第３６号 北空知衛生センター組合を組織する

市町数の減少及び北空知衛生センター組合規約の変更についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 住民課長。 

〇住民課長（清水野 勇君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第３６号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３６号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１２ 議案第３７号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１２、議案第３７号 妹背牛町空き家等の適正管理に関す

る条例の一部を改正する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画振興課長。 

〇企画振興課長（廣澤 勉君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第３７号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１３ 議案第３８号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１３、議案第３８号 妹背牛町非常勤職員の報酬及び費用

弁償支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇総務課長（篠原敬司君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第３８号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３８号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１４ 議案第３９号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１４、議案第３９号 妹背牛町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇総務課長（篠原敬司君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第３９号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３９号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１５ 議案第４０号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１５、議案第４０号 妹背牛町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（河野和浩君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４０号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４０号は、原案のとおり可決されました。 

 ここでしばらく休憩をしたいと思います。再開は１０時２０分といたします。 

 

休憩 午前 ９時５９分 

再開 午前１０時２０分 

 

〇議長（渡会寿男君） それでは、再開いたします。 

 

        ◎日程第１６ 議案第４１号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１６、議案第４１号 妹背牛町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（河野和浩君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４１号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４１号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１７ 議案第４２号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１７、議案第４２号 妹背牛町特定教育・保育施設及び特
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定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての件を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（河野和浩君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４２号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４２号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１８ 議案第４３号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第１８、議案第４３号 妹背牛町認定こども園条例の一部を

改正する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（河野和浩君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４３号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第１９ 議案第４４号 
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〇議長（渡会寿男君） 日程第１９、議案第４４号 妹背牛町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（河野和浩君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４４号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第２０ 議案第４５号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２０、議案第４５号 妹背牛町学童保育条例の一部を改正

する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（河野和浩君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４５号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号は、原案のとおり可決されました。 
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        ◎日程第２１ 議案第４６号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２１、議案第４６号 妹背牛町簡易水道条例の一部を改正

する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設課長。 

〇建設課長（西田慎也君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４６号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号は、原案のとおり可決されました。 

 

        ◎日程第２２ 議案第４７号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２２、議案第４７号 妹背牛町地域優良賃貸住宅の設置及

び管理に関する条例についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設課長。 

〇建設課長（西田慎也君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４７号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号は、原案のとおり可決されました。 
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        ◎日程第２３ 議案第４８号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２３、議案第４８号 令和元年度妹背牛町一般会計補正予

算（第３号）の件を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

〇事務局長（滝本昇司君） （朗読、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） 提案理由の説明を求めます。 

 総務課参事。 

〇総務課参事（菅 一光君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４８号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２４ 議案第４９号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２４、議案第４９号 令和元年度妹背牛町介護保険特別会

計（保険事業勘定）補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

〇事務局長（滝本昇司君） （朗読、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） 提案理由の説明を求めます。 

 住民課長。 

〇住民課長（清水野 勇君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第４９号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第５０号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２５、議案第５０号 令和元年度妹背牛町簡易水道事業特

別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

〇事務局長（滝本昇司君） （朗読、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） 提案理由の説明を求めます。 

 建設課長。 

〇建設課長（西田慎也君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第５０号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第２６ 議案第５１号 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２６、議案第５１号 令和元年度妹背牛町農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

〇事務局長（滝本昇司君） （朗読、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） 提案理由の説明を求めます。 

 建設課長。 

〇建設課長（西田慎也君） （説明、記載省略） 

〇議長（渡会寿男君） これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 討論を終わります。 

 これより議案第５１号を採決します。 

 本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時１１分 

 

〇議長（渡会寿男君） 再開します。 

 

    ◎日程第２７ 閉会中の継続審査及び所管（所掌）事務調査の申し出について 

〇議長（渡会寿男君） 日程第２７、閉会中の継続審査及び所管（所掌）事務調査の申し

出についての件を議題とします。 

 各委員長から、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の審査及び調査の申し出

があります。 

 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査に付することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（渡会寿男君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査に付することに決定

しました。 

 

    ◎町長挨拶 

〇議長（渡会寿男君） 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 町長より挨拶の申し出がありましたので、ご紹介します。 

 町長。 

〇町長（田中一典君） 定例議会終了に当たり、９月２５日より１０月１日まで開催され

ました定例会に上程をいたしました全議案及び同意案件を精査していただき、全て認定い

ただきましたことに理事者として感謝を申し上げます。 

 また、今定例会の一般質問でいただきましたさまざまな案件に関しましては、妹背牛町

の生活実態、またその実情に沿うように実りある形で担当課を中心に鋭意検討をし、住み
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よいまちづくりのための意義深いご示唆として受けとめていく所存でございます。 

 また、しばらくしますと台風１８号の接近という予断を許さない秋の季節にもなってご

ざいます。総務課を中心に町民生活の安心、安全の防波堤として最善を尽くすべく備えを

してまいりたいと思っております。 

 最後になりますが、何かと忙しいこの豊穣の秋に際し、本定例会にご出席の議員並びに

参与各位には感謝を込めてお礼を言わせていただきます。ありがとうございました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（渡会寿男君） これで令和元年第３回妹背牛町議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

閉会 午前１１時１３分 
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